
 令和３年４月 26日 

 

労使団体の長あて 

 

 

緊急事態宣言の発出を踏まえた 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について 

 

  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和３年４月 23日に新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法第 32条に基づく緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）

が発出され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス

感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）が改正されたところです。 

改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防

止のための取組の徹底等に加え、特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、

在宅勤務（テレワーク）活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削

減を目指すこと等とされたところです。 

厚生労働省では、職場において特に留意すべき「取組の５つのポイント」の取組を一層

推進するために、職場における感染防止対策の実践例（別添１）等を活用して、事業主に

取組を働きかけるととともに、都道府県労働局に設置した「職場における新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策相談コーナー」において、引き続き、事業主及び労働者からの相談

等への対応を行うことといたします。 

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係団体におい

て作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全

かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて累次にわたり

お願いしてきたところですが、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染

予防、健康管理の強化についての留意事項等を取りまとめた下記事項について、傘下団体

・企業（労働組合団体は「構成組織」）に対して周知をお願いいたします。 

 

 

厚生労働省労働基準局長 
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記 

 

１ 労務管理の基本的姿勢 

基本的対処方針（別添２）の三の（３）「まん延防止」の４）「職場への出勤等」、

８）「重点措置区域における取組等」、９）「緊急事態措置区域及び重点措置区域以外

の都道府県における取組等」及び 12）「クラスター対策の強化」の内容に基づき、職場

における感染防止対策に取り組んでいただきたいこと。 

また、職場において特に留意すべき「取組の５つのポイント」（参考資料１）の取組

状況を確認していただき、未実施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策

の実践例」を参考に職場での対応を検討し、実施していただきたいこと。 

その際、労働者の理解や協力を得つつ、事業者が主体となり、これらの取組を実施し

ていただくに当たって、特に、以下の（１）から（６）にご留意いただきたいこと。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたび

に充実しているところであるので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイル

ス感染症について」を確認いただきたいこと。 

 

（１）職場における感染防止の進め方 

職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、

事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を

持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。

このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り

組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏

まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であ

ること。 

具体的には、①労働衛生管理体制の再確認、②換気の徹底等の作業環境管理、③職

場の実態に応じた作業管理、④手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含

めた労働衛生教育、⑤日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いた

だきたいこと。 

職場における感染防止を検討する際に疑問点等が生じた場合には、都道府県労働局

に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」（参

考資料２）を積極的に活用していただきたいこと。 

 

（２）テレワークの積極的な活用 

厚生労働省では、テレワークについて、テレワーク相談センターにおける相談支援
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等を行っている。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、関係省庁と

連携し、テレワークや時差出勤の一層の活用のため、テレワークの導入にあたって必

要なポイント等をわかりやすくまとめたリーフレット（参考資料３）も作成し、周知

を行っている。さらに、使用者が適切に労務管理を行うとともに、労働者も安心して

働くことのできる良質なテレワークの導入・実施を進めていくことができるよう、本

年３月に労務管理の留意点等をまとめたテレワークガイドラインの改定を行ってい

る。 

こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、正規雇用労

働者・非正規雇用労働者の双方に対し、テレワークを積極的に進めていただきたいこ

と。 

 

（３）電子申請の活用等について 

窓口の混雑による感染拡大防止の観点から、郵送や電子申請を積極的に活用してい

ただきたいこと。 

 

（４）感染リスクが高まる「５つの場面」の周知等 

新型コロナウイルス感染症の伝播は、主にクラスターを介して拡大することから、

クラスター連鎖をしっかり抑えることが必須である。このため、新型コロナウイルス

感染症対策分科会がクラスター分析を踏まえて取りまとめた、大人数や長時間におよ

ぶ飲食などの「感染リスクが高まる『５つの場面』」（参考資料４）について労働者

に周知を行っていただきたいこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、

更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知を行っていただきたいこと。また、狭い空間

での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。

このため寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密（密集、密接、

密閉）の回避をはじめとする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓

発を行っていただきたいこと。 

併せて、新しい生活様式の定着に向けて、参考資料５の「新しい生活様式（生活ス

タイル）の実践例」等を活用して、引き続き、労働者に周知を行っていただきたいこ

と。 

接触確認アプリ（COCOA）について、参考資料６の「新型コロナウイルス接触確認ア

プリ」等を活用して、インストールを勧奨していただきたいこと。 

このほか、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では、一部地域において

感染源の探知・早期の対応・再拡大防止を目的とする「新型コロナウイルスモニタリ

ング検査」を実施しているところであり、対象地域の事業主におかれては検査への参
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加を検討していただきたいこと（別添３）。 

 

（５）雇用調整助成金等を活用した休業の実施 

感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者

の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがある場

合でも、一律に労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務がなくなるものではないこ

とにご留意いただきつつ、労使が協力して、労働者が安心して休業できる体制を整え

ていただきたいこと。 

また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業

活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者を休業させ、事業主がその分の休業手

当を支払った場合、雇用調整助成金の対象になり得ること。 

なお、雇用調整助成金については、企業規模を問わず、緊急対応期間において助成

額の上限を引き上げ、解雇等を行わない企業に対して助成率を引き上げるとともに、

雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする等の拡充を行っており、雇用

調整助成金の効果的な活用をお願いしたいこと。 

また、事務処理や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いが

困難な中小企業の労働者のために創設した、新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金については、大企業のシフト制労働者等も対象に加えた。休業手当が支払

われていない労働者にはその申請を検討いただくとともに、その申請書類には事業主

が記載する部分もあることから、事業主においては適切に対応いただきたいこと。ま

た、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて、過去６ヶ月間、

同じ事業所で、継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主側も新型コロ

ナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できるなど

の場合には、休業支援金の対象となり得る旨のリーフレットを公表しているところで

あり、事業主におかれては、対象となり得る労働者への周知を含め、適切にご協力い

ただきたいこと。（参考資料７） 

 

（６）子どもの世話や家族の介護が必要な労働者のための有給の休暇制度の導入 

新型コロナウイルス感染症によって小学校等が臨時休業等になり、それに伴って子

どもの世話のために労働者が休業する場合について、当該子どもの世話をする労働者

のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た事業主に

対する助成制度（※１）を活用いただきたいこと。 

また、家族の介護が必要な労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制

度（※２）を活用していただきたいこと。 
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※１ 両立支援等助成金（育児休業等支援コース）の新型コロナウイルス感染症対応特例（参考資料

８） 

小学校等が臨時休業等になり、それに伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休

暇（賃金全額支給）を取得できる制度の規定化及び小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両

立支援制度の仕組みを社内周知し、当該有給の休暇を４時間以上労働者に取得させた事業主に対し

て、対象労働者１人あたり５万円を支給する制度。既に年次有給休暇や欠勤などで対応した場合に、

事後的に特別休暇に振り替えた場合も支給対象。なお、小学校休業等対応助成金については昨年度限

りで終了。 

（注）１事業主につき 10人まで（上限 50 万円） 

※２ 両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）の新型コロナウイルス感染症対応特例 

 新型コロナウイルス感染症への対応として法定の介護休業とは別に介護のための有給の休暇（所

定労働日で 20 日以上）を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇

を合計５日以上労働者に取得させた中小企業事業主に助成をする制度。既に年次有給休暇や欠勤な

どで対応した場合に、事後的に特別休暇に振り替えた場合も支給対象。 

 

２ 職場における感染予防対策の徹底について 

 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、多くの関係団体では、

業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを作成し、その周知等に取り組んで来られたとこ

ろであるが、引き続き、職場での感染防止策の確実な実践に取り組む必要がある。 

 具体的には、別添４の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた

めのチェックリスト」を活用して職場の状況を確認していただくとともに、独立行政法

人労働者健康安全機構がホームページで公表している動画教材「職場における新型コロ

ナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント」を参照していただく等により、

職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただき、取組内容を高齢者

や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満（BMI30

以上）など）を有する者などの重症化リスク因子を有する者をはじめ、すべての労働者

に共有していただきたいこと。 

また、外国人労働者の皆さんが安心して働くためには、職場における新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止対策の内容を正しく理解することが重要であり、外国人労働者を

雇用する事業者においては、外国人労働者一人ひとりの状況に応じた配慮をしていただ

きたいこと。 

外国人労働者に新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る教育等を行う際には、参

考資料９のリーフレットに記載の「職場内外における感染拡大防止のポイント」や 10 カ
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国語に翻訳（やさしい日本語版も作成）した「職場における新型コロナウイルス感染症

の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用する等していただきたいこと。 

 感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、

衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されて

いる場合、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効活用を

図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこ

と。 

 なお、産業医や産業保健スタッフの主な役割については、一般社団法人日本渡航医学

会及び公益社団法人日本産業衛生学会が公表した「職域のための新型コロナウイルス感

染症対策ガイド」（令和２年５月 11日発行。令和２年 12 月 15日最終改訂）に示されて

いるので一つの参考としていただきたいこと。 

併せて、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、

安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されていない事業場については、独立行政

法人労働者健康安全機構の産業保健総合支援センターにおいて、メールや電話による相

談の受付、各種情報の提供等を行っているので、その活用について検討していただきた

いこと。 

また、参考資料 10 の「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」、「熱

中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」、「冬場に

おける『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」に、推奨される換気の方

法等を取りまとめたので、参考にしていただきたいこと。 

このほか、マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあ

るため、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、労働者に水分・塩分を摂取

するよう周知し、徹底を求める等、熱中症防止対策についても着実に実施いただきたい

こと。その際、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」（参考資料 11）の実施事項

を参考にしていただきたいこと。 

 

３ 配慮が必要な労働者等への対応について 

発熱、咳などの風邪の症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染

している可能性を考慮した労務管理を行っていただきたく、具体的には、下に掲げる対

応が考えられること。 

また、高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血

管疾患、肥満（BMI30 以上）など）を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及

び妊娠している労働者に対しては、本人の申出及び産業医等の意見を踏まえ、テレワー

クや時差出勤などの感染予防のための就業上の配慮を行っていただきたいこと。特に、
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妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等にお

ける新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は

胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に

申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限（テレワー

ク又は休業をいう。）等の措置を講じる必要があることに留意いただきたいこと。この

措置により休業が必要な女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度

については、有給休暇制度の整備及び労働者への周知の期限並びに休暇付与の期限を令

和４年１月 31日までとしており、引き続き積極的にご活用いただきたいこと。なお、テ

レワークを行う場合は、メンタルヘルスの問題が顕在化しやすいという指摘があること

にも留意いただきたいこと。 

・ 発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指

示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。 

・ 労働者を休業させる場合、休業中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し

合った上で、有給の特別休暇制度を設けるなど、労使が協力して、労働者が安心し

て休暇を取得できる体制を整えること。 

・ 風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場

合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。 

・ 発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関

に電話で相談するよう促すこと。 

・ また、相談する医療機関に迷う場合には、地域ごとに設置されている受診・相談

同センターに電話で相談し、その指示に従うよう促すこと。 

 

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」（参考資料 12） 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労

働者が取得できる有給（年次有給休暇で支払われる賃金相当額の６割以上）の休暇制度を整備し社

内周知を行い、令和３年４月１日以降に当該休暇を合計５日以上労働者に取得させた事業主に対し

助成。１事業場につき、１回限り、15万円支給。 

「両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コー

ス）」（参考資料 13） 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労

働者が取得できる有給（年次有給休暇で支払われる賃金相当額の６割以上）の休暇制度を整備し社

内周知を行い、当該休暇を合計 20 日以上労働者に取得させた事業主に対し助成。１事業所当たり５

人まで、対象労働者１人当たり 28.5 万円支給。 
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４ 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について 

（１）衛生上の職場の対応ルールについて 

 事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者

等」という。）が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、

労働者に周知いただきたいこと。この際、企業における具体的な取組事例を取りまとめ

た参考資料 14 の「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職

場の対応ルール（例）」を適宜参考にしていただきたいこと。 

 ４月 23 日より、別添５のとおり、感染拡大を防止する観点から、いわゆる「三つの

密」となりやすい環境や集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境にある職場にお

けるクラスター発生時の行政検査（PCR 検査等）については、濃厚接触者に限らず、幅

広い接触者を検査の対象者とすることとされたことにご留意いただき、保健所より検査

対象者として受検指示があった場合には検査を受ける必要があることを労働者に周知す

るとともに、受検に関する勤務時間の調整等必要な配慮をしていただきたいこと。また、

保健所から職場における検査対象者の決定について協力を求められた場合には、適切に

対応していただきたいこと。 

 また、新型コロナウイルスの陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病

報告の提出に留意いただき、同報告書を作成する際には参考資料 15 のリーフレットを

適宜参考にしていただきたいこと。 

 なお、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の

確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等

を再開するに当たって、労働者本人や人事労務担当者等から医療機関や保健所への各種

証明の請求についてはお控えいただきたいこと。 

・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること（報告先

の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲（※）等） 

 （※）「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する

指針」（平成 30年９月７日付け労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示

第１号）に留意。 

・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること（保健所

から PCR検査等を受けるよう指示された労働者に対する受検勧奨、保健所と連携す

る部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者の対応等） 

・ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 

・ 陽性者が陰性になった後、職場復帰する場合の対応に関すること（PCR 検査の結

果や各種証明書は不要である等） 

・ 労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等
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を受けることはないこと 

・ その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等 

 

（２）労災補償について 

労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には、

労災保険給付の対象となること。（参考資料 16） 

これまで労働基準監督署においては、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求に対

して、多くの労災認定を行っており、厚生労働省ホームページにおいて、参考資料 17の

とおり、職種別の労災認定事例を公表しているところである。医療従事者はもとより、

飲食店員、販売店員やタクシー運転者等、多様な職種の労働者の労災認定を行っている

ので、参考にしていただきながら、業務に起因して感染したと思われる労働者から積極

的に労災請求がなされるよう労災請求を勧奨していただきたいこと。 

なお、労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に係る Q＆A について

は、厚生労働省ホームページに掲載しているので、確認していただきたいこと。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等 

 事業者においては、国、地方自治体、公益性の高い学術学会等がホームページ等を通

じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知

見等を労働者に周知いただきたいこと。 

その際、新型コロナウイルス感染症に関することも含めた職場のメンタルヘルス不調、

過重労働による健康相談等についてメール・電話・SNS による相談を受け付ける「ここ

ろの耳」や精神保健福祉センター等のメンタルヘルスに関する相談窓口を労働者に周知

いただきたいこと。また、ＤＶや児童虐待に関する相談などの窓口についても、必要に

応じ、労働者に周知いただきたいこと。 

また、厚生労働省ホームページにおいて、過去に新型コロナウイルスに感染したこと

を理由とした、人格を否定するような言動等は、職場におけるパワーハラスメントに該

当する場合がある旨を掲載しているので、労働者に対し、言動に必要な注意を払うよう

周知いただきたいこと。 

 なお、過去に新型コロナウイルス感染症に感染したことなどを理由とした個別の労働

紛争（偏見・差別等に基づくいじめ・嫌がらせを含む）があった場合は、都道府県労働

局等の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていることも、併せて周知いただ

きたいこと。 
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実施できて

いれば☑ 取組の５つのポイント

□ テレワーク・時差出勤等を推進しています。

□ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っています。

□ 職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫を行って
います。

□ 休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など「感染リスクが高まる『５つの
場面』」での対策・呼びかけを行っています。

□ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本
的な対策を行っています。

令 和 ３ 年 ４ 月
厚 生 労 働 省

職場における感染防止対策の実践例
～取組の５つのポイント～を確認しましょう！

○ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するため、「取組の５つのポイント」の実施
状況を確認しましょう。

○ 未実施の事項がある場合には、この冊子の「職場における感染防止対策の実践例」を参考に職場
の対応を検討の上、実施してください。

USMKL
テキスト ボックス
別添１



チェックポイント①：テレワーク・時差出勤等を推進しています。
項番 取組 写真  概要 備考

1-1 テレワークや交替制勤務の導入

 １週間毎の交替制勤務の導入、２交
替制勤務の導入、リモートワークの拡
大、自宅待機（１部業務）により、一
度に出社する人数を大幅に減少させ
た。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

1-2
テレワークを活用した感染防止及び
事業継続のためのリスク回避

 飼育員の班員の役割（出勤組、在宅
勤務組）を明確にし、班員同士の接触
を必要最小限にすることにより濃厚接
触による感染のリスクを減少するとと
もに、感染者が発生した場合の影響を
最小限に留め、動物のケアに穴が空か
ないような体制を構築した。

公益財団法人 東京動物園協会恩賜上野
動物園（接客娯楽業）

1-3
時差勤務制度を活用した「密」の回
避

 時差勤務制度を活用することによ
り、更衣室や勤務終了後の浴場での混
在や「密」の回避により、感染リスク
の減少を図った。

公益財団法人 東京動物園協会恩賜上野
動物園（接客娯楽業）

閉園期間中は班員を2
チームに分け、どちら
か一方のチームだけが
出勤するよう体制を整
えた。出勤者は動物の
健康管理に専念し、も
う一方は在宅勤務し飼
育マニュアルの精査等
にあたる（略）

朝夕、共用する更衣室
での密集を避けるため、
時差勤務制度を活用し
た。特に飼育職員は、
業務終了後に衛生管理
のため入浴する必要が
あり、浴場の混雑、密
回避にも役立った。

1 / 23 



1-4 在宅勤務の推進 なし
 感染者が多い地域の営業所について
は積極的に在宅勤務を推進。

トライス株式会社 本社工場（製造業）

1-5
テレワーク及びオンライン会議の推
進

 出社が必要な業務以外は、極力テレ
ワークを推奨。
 また、オンライン会議用の個人ブー
スを事業場内に設置することで、対面
での会議からオンラインでの会議実施
を推奨している。

第一三共株式会社 品川研究開発セン
ター（教育研究業）

2 / 23 



チェックポイント②：体調が優れない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っています。
項番 取組 写真  概要 備考

2-1
現場入口へのサーモカメラの設置に
よる体調確認

 多数の関係請負人が出入りするた
め、自動で入場者の検温ができるサー
モカメラを配置して、発熱者の入場を禁
止している。

戸田建設株式会社 名古屋支店（建設
業）

2-2 体調不良の際の休暇取得の推進 なし

 毎日の検温の実施。検温の結果、37
度以上の場合は出勤前に事業場に連絡
の上、休業するようにしている。
 また、同居の家族に体調不良者がい
る場合も同様に取り扱っている。
 休業させるに当たっては、新たに公
休制度（９割補償）を設け、公休を
使って休業するか、もしくは年次有給
休暇を取得して休業するか選択制として
いる。

トライス株式会社 本社工場（製造業）

2-3
体調不良時の行動フロー図の作成・
周知

 労働者が体調不良を感じた場合や保
健所等から濃厚接触者に指定された場
合の行動フローを作成し、周知するこ
とで、体調が優れない労働者が気兼ね
なく休むことができる環境をつくって
いる。

3 / 23 



チェックポイント③：職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫を行って
          います。

項番 取組 写真  概要 備考

3-1 執務室にパーテーションを設置
 飛沫感染の防止のため、執務室に
パーテーションを設置した。

3-2
施設入所者と密着する作業を行う際
のゴーグルの着用

 入所者に密着して作業を行う際に、マ
スクの着用に加え、飛沫感染を防止す
るためゴーグルを着用することとした。

医療法人仁泉会 介護老人保健施設せみ
ねの丘（社会福祉施設）

4 / 23 



3-3 休憩室へのビニールカーテンの設置

 休憩所では労働者が向かい合わせに
なるため、テーブルの中央に天井から
テーブルまでビニールカーテンを垂らし
て、向かい合わせの者同士の飛沫がか
からないように配慮している。

戸田建設株式会社 名古屋支店（建設
業）

3-4
アラームを活用した定期的な換気の
実施

 30分ごとに２分間の換気を行うこと
をルール化し、着実に実施するため職
場にアラームを設置した。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

3-5
社員食堂で利用者の間隔を確保
（座席の間引き、一方向化）

 「対面式」で２６１席あった社員食
堂の座席を間引き、「一方向」で１０
２席に変更し、食堂利用時の感染リス
クの低減を図った。

5 / 23 



3-6
社員食堂で利用者の間隔を確保
（並ぶ際の間隔の確保）

 社員食堂の利用待ちの際、入り口近
くに密集して並んでいた状況を改善する
ため、床に２メートル間隔でテープを
貼り、テープに沿って待つことによ
り、利用待ちの際の「密」を回避し
た。

3-7
事務室の分散、オンライン会議の活
用による感染防止

 複数部署の多くの職員が事務作業や
昼食等で利用していた管理事務所におけ
るクラスター発生を未然に防止するた
め、執務室の分散を図るとともに、オ
ンラインにより安全衛生委員会を開催
することにより、職員同士の接触によ
るリスクの減少を図った。

公益財団法人 東京動物園協会恩賜上野
動物園（接客娯楽業）

3-8
ZOOMを活用した安全衛生協議会の
開催

 多数の関係事業者（18社）が参加す
る安全衛生協議会をZOOMを活用し、
オンラインにて開催し、「３密の回
避」により感染リスクの減少を図っ
た。

株式会社 佐藤渡辺東京営業所（建設
業）

・ クラスター発生を避け
るため、執務室の分散
を図った。

・ 動物飼育施設に付帯し
ている詰め所や、休園
で使用していない園内
レストランを代替の執
務場所として活用

・ 安全衛生委員会につい
ても、原則としてweb 
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3-9
空気清浄機や加湿器の活用による換
気の悪い密閉空間の防止

 空気清浄機や加湿器の活用により、
換気の悪い密閉空間とならないように
している。

佐藤・池原建設工事共同企業体 東電原
町作業所（原町発電所新導水路建設な
らびに関連除却工事）（建設業）

3-10
朝礼時の立ち位置を明示することに
よる労働者の距離の確保

 朝礼時に労働者の立ち位置を明示す
ることにより、労働者間の一定の距離
を確保した。

株式会社 植木組（建設業）

3-11
ロッカールームの増設による「密」
の回避

 デイサービス担当職員用にロッカー
ルームを増設することで、職員間の距
離の確保等、密にならない工夫を行っ
た。

社会福祉法人 広島県同胞援護財団 可部
南静養園（社会福祉施設）
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3-12
車両への感染対策ビニールシートの
設置

 労働者が使用する車両に感染対策ビ
ニールシートを設置し、通常5 人乗りで
ある車両でも3 人に乗車人数減らすこと
で、密の回避を図っている。

南建設株式会社（建設業）

3-13 エレベーターの床への足形の表示

 エレベーターの床に足形を表示する
ことで、職員間の距離を確保し、対面
を避けるようにすることで密にならな
いようにしている。

日本郵便株式会社 長野東郵便局（通信
業）
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チェックポイント④：休憩所、更衣室などの”場の切り替わり”や、飲食の場など「感染リスクが高まる『５つの
          場面』」での対策・呼びかけを行っています。

項番 取組 写真  概要 備考

4-1
従業員出入口に設置の消毒液を足踏
み式に変更

 従業員出入口に設置していたプッシュ
タイプ式の消毒液を足踏み式に変更
し、接触リスクの低減を図った。

4-2 昼休みの時差取得
 休憩時間の３密回避のため、休憩時
間帯を２つに分けることとした。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

4-3
社員食堂で利用者の間隔を確保
（座席の間引き、一方向化）

 「対面式」で２６１席あった社員食
堂の座席を間引き、「一方向」で１０
２席に変更し、食堂利用時の感染リス
クの低減を図った。

※再掲（取組3-5）
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4-4
懇親会の開催を控えるなど、「感染
が高まる『５つの場面』」を避ける
ための取組の実践

 感染防止の観点から、感染リスクが
高い「飲食の場」である社内懇親会の
開催を控えるとともに、外食の機会を
減らすことを目的として、懇親会に使用
する予定であった費用を用いて社員に
新米５㎏を配布するなど、会社が率先
して「感染リスクが高まる『５つの場
面』」を避けるための取組を実践し
た。

理研計器株式会社（製造業）

4-5 休憩室の時間差での利用
 休憩室の三密の防止のため、休憩時
間を複数のグループに分けている。

鹿島建設株式会社東京建築支店 順天堂
大学キャンパス・ホスピタル再編事業
（仮称）新研究棟建設計画工事（建設
業）

従前開催していた社内
懇親会を中止したため、
この費用により社員へ
１人あたり新米５㎏を
配布（これにより、独
身者の外食機会を減ら
すことにも期待）
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チェックポイント⑤：手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本
          的な対策を行っています。

項番 取組 写真  概要 備考

5-1
肘を使って開くことができるドアノ
ブ

 複数人が触るドアノブにアタッチメン
トを取り付け、手のひらで直接触るこ
となく、肘を使ってドアを開くように
することで、接触リスクの低減を図っ
た。

ジヤトコ株式会社（製造業）

5-2
従業員出入口に設置の消毒液を足踏
み式に変更

 従業員出入口に設置していたプッシュ
タイプ式の消毒液を足踏み式に変更
し、接触リスクの低減を図った。

※再掲（取組4-1）

5-3
施設の入口への非接触型体温計、入
場者名簿の設置

 外部の方からの感染を防止するた
め、来所者に非接触型体温計による検
温と入場者名簿への氏名の記入を求め
ている。
 なお、物品販売業者等については、
施設内ではなく、正面玄関での対応と
している。

医療法人仁泉会 介護老人保健施設せみ
ねの丘（社会福祉施設）
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5-4
多くの人が触れる箇所の定期的な消
毒

 自動販売機のボタン、コピー機のボ
タン、ドアノブ、階段の手すりなどの多
くの人が触れる箇所について、担当者
を決め、定期的に、アルコール除菌剤
にて拭き取り消毒を実施している。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

5-5 食堂の使用者記録名簿の作成

 クラスター発生時に濃厚接触者を把
握できるよう、食堂テーブルごとに使用
者記録名簿を配置し、使用した労働者
に記入を求めている。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）
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5-6
新型コロナウイルス対策についての
リスクアセスメントの実施

 職場の新型コロナウイルス対策につ
いて、リスクアセスメントを実施した
上で体系的にとりまとめ、職場内で周
知を行った。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

5-7 執務室にパーテーションを設置
 飛沫感染の防止のため、執務室に
パーテーションを設置した。

※再掲（取組3-1）
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5-8 足で開閉できるドア（引き戸）

 複数人が触るドア（引戸）の取っ手
を介した感染を防止するため、ドアの
下部に金具を設け、足でドアを開放で
きるようにすることで、接触リスクの
低減を図った。

5-9
非接触型の体温測定器による体調確
認の実施

 現場事務所に非接触型の体温測定器
を導入し、日々の体温測定等の感染対
策を実施。

丸勘建設株式会社（建設業）

5-10
手洗い場の新設による手洗いや手指
消毒等の感染防止対策の推進

 手洗い場を増設し、手洗い等の基本
的な感染防止対策の取組を推進した。

株式会社日本アクセス 八戸オフィス
（商業）
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5-11
マスク等のゴミを通常のゴミと分別
して管理

 マスク等のゴミを通常のゴミと分別
して管理することで、廃棄をする際にマ
スク等への接触による感染のリスクを
低減した。

株式会社日本アクセス 八戸オフィス
（商業）

5-12
ごみの処理の際に使い捨て手袋を使
用

 事務所等のごみの処理の際、使い捨
て手袋を使用することで接触感染のリ
スク低減を図った。

佐藤・池原建設工事共同企業体 東電原
町作業所（原町発電所新導水路建設な
らびに関連除却工事）（建設業）
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5-13
物品の共用による接触感染を防止す
るための取組

 来客者が共用で使用する筆記用具、
スリッパ等の備品について、使用後の
消毒を徹底するとともに、消毒済みの
ものと使用済みのものが混同しないよ
う、場所を区画して配置。

株式会社イワタ みどり工場（製造業）

5-14 足で開閉できるドアノブ

 複数人が触るドアノブに直接触るこ
となく、足を使ってドアを開くように
することで、接触リスクの低減を図っ
た。

齊藤建設株式会社 函館新外環状道路
函館市滝沢中央改良工事 （建設業）
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5-15 腕・肘で開くことができるドアノブ

 複数人が触るドアノブを「感染症対
策防止ノブフック」にして腕・肘で開け
ることが出来るように工夫すること
で、接触リスクの低減を図った。

株式会社高木組 函館江差自動車道 北斗
市茂辺地改良工事（建設業）

5-16 会議室入口には消毒済みの掲示
 複数人が使用するにおいて、消毒済
であることを明示することで、備品の
共用等を避けるよう工夫した。

エフコープ生活協同組合筑豊支所（そ
の他の事業）
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5-17
蛇口を「手の甲」で開閉できるア
タッチメント

 接触感染を防止するため、各所手洗
い場の蛇口にアタッチメントを取り付
けて、「手の甲」で開閉できる方式に
変更した。

帝人コードレ株式会社 島根工場（製造
業）

5-18 フットペダルで操作可能な蛇口

 工場事務所入口に設けた手洗い場に
おいて、フットペダルを使用して、蛇口
に触れることなく手を洗うことができ
るようにすることで、接触リスクの低
減を図った。

株式会社津田化洗工業（造船業）
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5-19 階段付近の自動手指消毒器設置

 階段の手すりに触れる際に階段付近
の自動手指消毒器を使用することで、
複数人が触る箇所を原因とした感染リ
スクの低減を図っている。

株式会社中部プラントサービス 浜岡総
括事業所（建設業）

5-20 手洗い設備の設置

 建設工事現場に、水槽用ヒーター等
で水タンクを保温することによって温
水が出るように工夫した手洗い設備を
設置し、寒冷期の屋外であっても労働
者が手洗いしやすいように配慮してい
る。

大伸土木株式会社（建設業）
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5-21
ペーパータオルを使用したトイレの
手洗設備の使用ルールの見える化

 トイレの手洗い設備の蛇口を介した
接触感染、ドアの取っ手を介した接触
感染を防止するため、ペーパータオル
を用いて蛇口やドアの取っ手、ゴミ箱
に手を触れずにトイレから退室するルー
ルを写真を用いて「見える化」し、接
触による感染リスクの減少を図ってい
る。
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チェックポイント⑥：その他
項番 取組 写真  概要 備考

6-1
出張時の感染予防対策を徹底するた
めのルール化

 出張時の感染予防について職場の
ルールを作成するとともに、「出張時
の安心・安全確認シート」により、出
張時の対策の取組状況を確認すること
とした。

株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業
領域 瑞穂工場（製造業）

6-2
顔認証システムによる作業員のマス
ク着用及び体温の確認の実施

 現場の入口に顔認証機能付きの体温
測定器を設置し、事前に顔登録された
作業員が入場する際に
マスクの着用及び体温の確認を実施。

大林・西松・戸田・佐藤・錢高特定建
設工事共同企業体 東京外かく環状道路
本線トンネル（北行）東名北工事（建
設業）
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6-3
研修参加者への問診票による体調確
認の実施

 研修会の開催当日、参加者に問診票
の提出を求め、参加者の安全、安心な
環境作りに取り組む。

山口県建設業協会 周南支部（その他の
事業）

6-4
保健所等の連絡先の掲示による労働
者への周知

 労働者に対して、保健所等の連絡先を
周知することで、陽性者等が発生した
場合の迅速な対応を促進。

佐藤・池原建設工事共同企業体 東電原
町作業所（原町発電所新導水路建設な
らびに関連除却工事）（建設業）
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6-5
ピクトグラムを用いた感染防止対策
の取組の周知

 ピクトグラムを用いて感染拡大防止対
策の周知を行うことで、外国人労働者
にも取組が伝わるようにしている。

近藤建設株式会社 一般国道228号上ノ
国町寅の沢災害防除外一連工事（建設
業）

6-6
職場で罹患者が発生した際の保健所
対応フローの作成

 職場において新型コロナウイルス感
染症罹患者が発生した際の保健所対応
フローを作成することで、労働者が迅
速な対応をとれるように周知している。

竹中工務店（仮称）姫路市文化コンベ
ンションセンター等新築工事作業所
（建設業）
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